
 

 

 

 

 

 

 

さいたま市青少年宇宙科学館運営委員会は、科学館の運営に関し館長の諮問に応ず

るとともに、館長に対して意見を述べる機関です。 

このたび、今後の科学館の運営等について、より広く市民の皆さんのご意見をいた

だくため、下記のとおり市民公募委員を募集します。 

 

応 募 要 項 

 

◇任 期 

 令和８年８月１日から令和１０年７月３１日（２年間） 

 

◇募集人数 

 ２人 

 

◇応募資格 

 次の事項のすべてに該当する方 

 （１）令和８年８月１日現在、１８歳以上の方で本市に在住、在勤又は在学の方 

 （２）本市の他の附属機関等の委員を２つ以上務めていない方 

 （３）本市の市議会議員及び市職員でない方 

 （４）平日の日中に開催する会議（年２回程度）に出席できる方 

 

◇応募方法 

 応募用紙に必要事項、応募の動機・理由、小論文「宇宙時代が訪れている今『宇宙

のまち さいたま』を掲げるさいたま市の青少年宇宙科学館が果たす役割について」

（８００字以内）を記載のうえ、直接持参、郵送、FAX、メールのいずれかの方法に

より、さいたま市青少年宇宙科学館までご提出ください。 

 

◇応募受付期間 

令和８年５月２９日（金）～令和８年６月２３日（火）〔必着〕 

 ・直接持参……上記受付期間中（休館日を除く）の午前９時から午後５時 

 ・郵  送……期間内必着   

さいたま市青少年宇宙科学館運営委員会 

市民公募委員を募集します 



 

◇応募書類の配付場所 

 ・さいたま市青少年宇宙科学館  ・各区情報公開コーナー 

 ＊ 応募書類は、さいたま市ｗｅｂサイトでダウンロードすることができます。 

    

さいたま市ｗｅｂサイトトップページ ＞ 市政情報 ＞ 募集 ＞ 協働 ＞ さいたま

市青少年宇宙科学館運営委員会市民公募委員を募集します 

 

◇選考方法 

 書類審査、小論文及び面接により選考します。 

 ・面接は、令和８年７月上旬に青少年宇宙科学館で予定しています。 

  （詳細は、応募後にご連絡します） 

 ・選考結果は、応募者全員に通知します。 

 

◇報 酬 

 青少年宇宙科学館運営委員会に出席した場合、市で定める委員報酬を支給します。 

 

◇その他 

 ・青少年宇宙科学館運営委員会は、学識経験者、関係団体、公募による市民の１０

人以内の委員で構成されています。 

 ・提出された応募書類は返却いたしません。 

・応募書類に記載された個人情報は、公募委員の選考以外の目的には使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さいたま市青少年宇宙科学館 委員公募係 あて  

〒３３０－００５１ さいたま市浦和区駒場２－３－４５ 

◇電  話◇ ０４８－８８１－１５１５ 

◇F A X◇ ０４８－８８２－９７０２ 

◇E -m a i l◇ uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp 

    ◇開館時間◇ 午前９時から午後５時 

    ◇休 館 日◇ 月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は次の平日） 

            

応募書類提出先・問合せ 

mailto:uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp

